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大 市 民 第 5 6 6 号 

令和７年 12月５日  

 

大阪市ヘイトスピーチ審査会 

会 長  中井 洋恵  様 

 

                     大阪市長 横山 英幸  

 

  

ヘイトスピーチに係る拡散防止措置及び公表内容について（諮問） 

 

 

令和７年11月10日付け大ヘ審答申第３号により貴審査会から答申のあった

案件番号「令４－１」の表現活動（同答申において大阪市ヘイトスピーチへの

対処に関する条例（以下「条例」という。）第２条第１項各号に規定するヘイ

トスピーチ（以下単に「ヘイトスピーチ」という。）に該当しないとされたも

のを除く。以下「本件各表現活動」という。）について、同答申に基づきヘイ

トスピーチに該当すると認定したので、本件各表現活動に係る条例第５条第１

項の規定による表現の内容の拡散を防止するためにとる措置及び公表の内容

を別紙記載のとおりとすることについてご意見をいただきたく、条例第６条第

３項本文の規定に基づき諮問します。 
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  諮問書の別紙の概要 

案件番号「令４－１」について 

 

１ 表現の内容の拡散を防止するためにとる措置の内容 

令和７年11月10日付け大ヘ審答申第３号の１に係る答申（以下「第一答申」

という。）にいう本件表現活動１ないし43のうち、下記２(1)に記載の本件表

現活動24については、下記２(3)に記載のとおり、インターネット上の短文

投稿サイトに係る運営者に対し、サイト内に掲載された投稿を削除するよう

要請したが、引き続き、不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれていたこ

とから、同運営者に対して削除要請するよう、大阪法務局に依頼した。 

また、下記２(1)に記載の本件表現活動１ないし23については、下記２(3)

に記載のとおり、既に本件ウェブページから視聴できない状態になっており、

表現の内容が拡散することはないと認められるため、特段の措置はとらない

こととした。 

なお、第一答申にいう残りの本件表現活動25ないし43については、大阪市

ヘイトスピーチの対処に関する条例（以下「条例」という。）第２条第１項

に規定するヘイトスピーチ（以下単に「ヘイトスピーチ」という。）に該当

しないため、以下記載については省略するものとする。 

 

２ 公表の内容 

(1) ヘイトスピーチに該当する旨の認識 

インターネット上の特定のウェブサイト（以下｢本件ウェブサイト｣とい

う。）の管理者（以下「本件表現活動者」という。）が、本件ウェブサイト

のウェブページ（以下「本件各ウェブページ」という。）において、意見な

どの記事（以下「本件各記事」という。）を投稿し、不特定の者から投稿さ

れたコメントとともに不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、また、本

件ウェブサイト内に掲載されているウェブページに関する内容について、

インターネット上の短文投稿サイト「Ｘ」（https://x.com/。以下｢本件サ

イト｣という。なお、令和５年７月23日以前までは「Ｘ」の名称は「Twitt

er」、「ポスト」の名称は「ツイート」であったが、本件答申では、便宜上、

時期の前後を問わず、統一して「Ｘ」及び「ポスト」を使用する。）にポス

ト（以下「本件ポスト」という。）を投稿し、不特定多数の者が閲覧できる

状態に置いていた24個の行為（以下下記別表１ないし３中、項番欄記載番

号１ないし24の順に24個の行為をそれぞれ「本件表現活動１」ないし「本

件表現活動24」とし、本件表現活動１ないし24を併せて「本件各表現活動」

という。）は、ヘイトスピーチに該当する。 

 

(2) 本件各表現活動に係る表現の内容の概要 

本件各表現活動中、本件各記事及び本件ポストにおいて該当する表現の
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内容の概要欄記載のとおり 

※ 当該内容はヘイトスピーチに該当するものであるが、当該内容を一

般市民に周知することによって、ヘイトスピーチの問題に関する一般

市民の理解を促進し人権意識をより一層高揚させ、ヘイトスピーチの

抑止につなげるとともに、本市が条例に基づき公正にヘイトスピーチ

に該当すると認定したことを示す観点から公表するものである。 

 

(3) 本件表現活動１ないし24に係る表現の内容の拡散を防止するためにと

った措置の内容 

本件表現活動24について、本件サイトを運営するプロバイダ（以下「本

件プロバイダ」という。）に対し、令和７年11月11日付けで本件ポストにお

ける報告フォームを通じて、また、情報流通プラットフォーム対処法に基

づき、削除申出窓口として設けられた権利侵害が疑われるポストに関する

申請を受け付ける専用の申請ページにおいても差別表現を含む旨の報告

を行い、併せて郵送による削除要請を行った。 

その後、令和７年11月26日現在においても、引き続き、本件サイトに本

件ポストが掲載され、不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれていたこ

とから、本件プロバイダに対して本件ポストの削除要請を行うよう、同日

付けで大阪法務局に依頼した。 

なお、本件表現活動１ないし23については、インターネット上で公開さ

れている本件各ウェブページが閲覧できない状態になっており、表現の内

容が拡散することはないため、特段の措置はとらない。 

 

(4) 本件各表現活動を行ったものの氏名又は名称 

【本件表現活動24が削除された場合】 

（本件表現活動１ないし23） 

   ※ 本件表現活動24について、本件ポストが削除されておらず、イン

ターネットを利用して不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれ

ており、本件表現活動１ないし23を行ったものの氏名又は名称等を

公表することで、本件表現活動24を行ったものの氏名又は名称等が

類推されることから、条例第５条第５項の規定の趣旨に鑑み、本件

表現活動１ないし23を行ったものの氏名又は名称等である「【本件

表現活動24が削除された場合】」の公表は差し控える。 

【本件表現活動24が削除されない場合】 

（本件表現活動１ないし23） 

本件表現活動24が令和７年12月４日現在においても不特定多数の者

が視聴できる状態に置かれており、本件表現活動者プロフィールにおい

て使用されている本件表現活動者名称を公表することで、本件表現活動

24が類推され、差別の拡散につながるおそれがあり、かえってこれを行
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ったものの意図･目的に沿うような事態になることも想定されるため、

条例第５条第１項ただし書の規定により公表しない。 

※ 本件表現活動１ないし23を行ったものに係る本件表現活動者プロ

フィールにおいて使用されている本件表現活動者名称については、

氏名又は名称と同一視はできないものの、本件ウェブサイトの投稿

者や閲覧者の間では通称として機能しているなど、社会的に認知さ

れており、氏名又は名称に準ずるものとして扱うことに合理性があ

ると考えられることから、当該名称を氏名又は名称に準ずるものと

判断している。 

 

（本件表現活動24） 

【本件表現活動24が削除された場合】 

※ 本件表現活動24については、本件ポストが削除されておらず、イン

ターネットを利用して不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれて

いることから、条例第５条第５項の規定の趣旨に鑑み、本件表現活動

24を行ったものの氏名又は名称等である「【本件表現活動24が削除さ

れた場合】」の公表は差し控える。 

【本件表現活動24が削除されない場合】 

本件表現活動24が令和７年12月４日現在においても不特定多数の者

が視聴できる状態に置かれており、本件ポストに表示されるユーザー名

を公表することで、差別の拡散につながるおそれがあり、かえってこれ

を行ったものの意図･目的に沿うような事態になることも想定されるた

め、条例第５条第１項ただし書の規定により公表しない。 

※ 本件表現活動24を行ったものに係る本件ポストに表示されるユ 

ーザー名については、氏名又は名称と同一視はできないものの、本

件サイトの投稿者や視聴者の間では通称として機能しているなど、

社会的に認知されており、氏名又は名称に準ずるものとして扱うこ

とに合理性があると考えられることから、本件ポストに表示される

ユーザー名を氏名又は名称に準ずるものと判断している。 
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別表１ 

項番 記事投稿日 本件各記事において該当する表現の内容の概要（注） 

１ 平成25年１月25日 「迷惑かけんな、息すんな、子孫を残すな」 

２ 平成25年２月27日 「『南朝鮮人イコール犯罪者』なのですから、入国禁止とともに在日どもを強制送還させるべきですね」 

３ 平成25年５月24日 「徹底的に洗い出しを行って在日どもも半島に送り返したいものです」 

４ 平成25年９月22日 

「諸悪の根源とも言える糞在日チョン」 

「帰ろうと思えばいつでも帰れたというのに、自分から進んで日本に残った糞ども」 

「憎っき日本の住むよりも、さっさと祖国に戻ってくださいませ」 

５ 平成26年１月８日 「糞在日どもの特権を一刻も早く取り上げて、我が日本から追い出さなければなりませんね」 

６ 平成26年２月５日 
「糞チョン同士での殺し合いなのであまりクチを挟みたくないんですが、この日本ではなく祖国でやってほしいもの

です」 

７ 平成26年６月５日 
「片っ端から捕まえて処分するのが正義なのです」 

「屑チョンどもが存在しない日本を取り戻すべく、当ブログで声を上げ続けていきたい」 

（注）本欄に記載されている表現は、ヘイトスピーチ該当性があると当審査会において判断した複数ある表現のうちの一部であり、いずれも在日韓国・

朝鮮人に対する表現であることが、文脈上明らかである。 

 

別表２ 5 

項番 記事投稿日 本件各記事において該当する表現の内容の概要（注） 

８ 平成25年１月26日 「キムチを常用に食しているヒトモドキどもが一斉に死なないものかなぁ」 

９ 平成25年５月30日 
「何度も言いますが、良い朝鮮人なんざ存在しません」 

「日本国からチョンの血を持つものをせん滅するのが一番なのです」 

10 平成25年11月15日 「日本にいる韓国人を問答無用で殺処分したいものです」 

11 平成25年11月26日 「一刻も早くきゃつらを絶滅させない限り、この地上が浸食されていく一方です」 

12 平成25年12月19日 「日本に巣食っている在日や帰化チョンどもを遠くの海域にまとめて投棄したいものです」 
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13 平成26年１月10日 「今現在日本に存在している全ての糞チョンどもを死刑台に送りたい」 

14 平成26年２月18日 
「この日本に巣食っている糞チョンは必ず法を犯しているのです」 

「見かけ次第どんどん通報して、日本の浄化に貢献したいものです」 

15 平成26年４月16日 「屑チョンは罪の大小問わず、見かけ次第銃殺するのが一番でしょう」 

16 平成26年５月12日 「もし被害者が日本人だった場合、罪の重さに関係なく即日死刑にしてほしいものです」 

17 平成26年６月11日 「屑チョンを殺すことが正義となる日を待ち望んでいます」 

18 平成26年７月23日 
「一刻も早く全世界規模で屑チョンを害獣指定してほしいものです」 

「その暁には猟銃免許を取得して、チョン狩りに日参する予定です!!」 

19 平成26年８月20日 

「屑チョンの犯罪者なんざ、罪の大小問わずにまず死刑」 

「その後、罪の重さにあわせて一族郎党を殺処分」 

「もし天涯孤独の身だったら、付近にいる糞ゴミをしょっぴいて殺処分」 

20 平成27年６月24日 
「息をしている屑チョンどもは１匹の例外も無く、人類に害を与える犯罪者なのです」 

「きゃつらを無害なものにするためにも、見かけ次第土に還してあげるのが正しい行いと言えるでしょう」 

（注）本欄に記載されている表現は、ヘイトスピーチ該当性があると当審査会において判断した複数ある表現のうちの一部であり、いずれも在日韓国・

朝鮮人に対する表現であることが、文脈上明らかである。 

 

別表３ 

項番 記事投稿日 本件各記事において該当する表現の内容の概要（注） 

21 平成25年１月30日 「チョン共はゴキブリ以下ですね」 

22 平成25年４月１日 「お前らチョンを差別してるのではなく、劣等種として区別しているだけ」 

23 平成26年６月３日 
「屑ナマポ受給者1匹減！ 高速道路で韓国籍のオスが轢き逃げされて死亡」 

「大阪の高速道路で害獣が一匹死んでいたようです」 

24 平成28年６月５日 

【本件表現活動24が削除された場合】 

「屑在日どもの巣」 

「バ韓国籍のオス」 
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【本件表現活動24が削除されない場合】 

侮蔑的な表現及び一般的に人間以外の生物に用いられる表現を使用して、本件行政区及び在日韓国・朝鮮人を表し、

本件行政区は在日韓国・朝鮮人が多く居住しているという旨の表現 

（注）本欄に記載されている表現は、ヘイトスピーチ該当性があると当審査会において判断した複数ある表現のうちの一部であり、いずれも在日韓国・

朝鮮人に対する表現であることが、文脈上明らかである。 


